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税
源
移
譲
に
伴
っ
て
、
平
成　
１９

年
分
以
降
の
所
得
税
の
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
に
控
除
し
き
れ
な

い
額
が
生
じ
た
場
合
は
、
平
成　
２０

年
度
以
降
の
市
県
民
税
か
ら
所
得

税
で
控
除
し
き
れ
な
い
額
を
控
除

す
る
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

■
対
象
者

・
平
成　

年
１
月
１
日
か
ら
平
成

１１

　

年　

月　

日
ま
で
に
、
住
宅

１８

１２

３１

を
新
築
ま
た
は
購
入
し
、
入
居

さ
れ
た
方

※
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
の

申
告
期
限
（
平
成　

年
３
月　

２０

１７

日
）
ま
で
に
必
ず
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

■
控
除
額

　

次
の
①
、
②
の
少
な
い
方
の
額

か
ら
、
③
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除

し
た
額
と
な
り
ま
す
。

①
前
年
分
の
所
得
税
の
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
可
能
額

②
税
源
移
譲
前（
平
成　

年
分
）の

１８

税
率
で
算
出
し
た
前
年
分
の
所

得
税
額

③
税
源
移
譲
後（
平
成　

年
分
）の

１９

税
率
で
算
出
し
た
前
年
分
の
所

得
税
額

■
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

申
告
書
の
配
布

　

平
成　

年
分
の
所
得
税
で
住
宅

１８

借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
て
い

る
方
に
は
１
月
中
旬
に
送
付
し
て

い
ま
す
。
な
お
、
税
務
課
市
民
税

係
お
よ
び
各
総
合
支
所
市
民
生
活

課
の
窓
口
に
も
設
置
し
て
い
ま
す
。

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
の
で
利
用
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を

す
る
方
と
、
確
定
申
告
を
し
な
い

方
で
は
申
告
書
の
様
式
が
異
な
り

ま
す
の
で
注
意
く
だ
さ
い
。

■
申
告
書
の
提
出
先

　

所
得
税
確
定
申
告
を

・
す
る
方
…
税
務
署

・
し
な
い
方
…
市
役
所
（
源
泉
徴

収
票
添
付
）

　

損
害
保
険
料
控
除
が
廃
止
さ
れ
、

地
震
保
険
料
控
除
が
創
設
さ
れ
ま

し
た
。

　

こ
れ
に
伴
い
、

従
来
の
損
害
保

険
料
控
除
は
廃

止
さ
れ
ま
す
が
、

経
過
措
置
と
し

て
平
成　

年　
１８

１２

月　

日
ま
で
に
契
約
し
た
長
期
損

３１
害
保
険
（
満
期
返
戻
金
等
の
あ
る

保
険
期
間
が　

年
以
上
の
も
の
）

１０

に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
お
り
上
限

１
０
、
０
０
０
円
の
範
囲
で
所
得

控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

※
地
震
保
険
料
、
旧
長
期
損
害
保

険
料
の
両
方
に
該
当
す
る
契
約

（
控
除
証
明
書
に
両
方
の
金
額

が
記
載
さ
れ
た
も
の
）
に
つ
い

て
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
額
の

み
が
控
除
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
　

歳
以
上
の
方
で
、
前
年
の
合

６５
計
所
得
が
１
２
５
万
円
以
下
の
方

に
対
す
る
非
課
税
措
置
が
、
平
成

　

年
度
か
ら
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

１８
　

な
お
、
経
過
措
置
と
し
て
平
成

　

年
１
月
１
日
現
在
に
お
い
て　

１７

６５

歳
以
上
の
方
で
、
前
年
の
合
計
所

得
金
額
が
１
２
５
万
円
以
下
の
方

に
は
、
平
成　

年
度
は
税
額
の
３

１８

分
の
２
が
減
額
さ
れ
、
平
成　

年
１９

度
は
税
額
の
３
分
の
１
が
減
額
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成　

年
度

２０

か
ら
は
全
額
課
税
と
な
り
ま
す
。

住
宅
借
入
金
等

特
別
税
額
控
除
の
創
設

老
年
者
非
課
税
措
置
の

　

廃
止
に
伴
う

経
過
措
置
の
終
了

平
成
２０
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
る 

　
　
個
人
市
県
民
税
の
主
な
改
正
内
容 

■控除額の計算方法
地震保険料控除額支払保険料保険の種類

支払保険料×１／２５０，０００円以下
地震保険料

２５，０００円５０，００１円以上

支払保険料の全額５，０００円以下

旧長期損害保険料 支払保険料×１／２＋２，５００円５，００１円以上１５，０００円以下

１０，０００円１５，００１円以上

最高２５，０００円－
地震保険料と旧長期損害保
険料の両方がある場合　　

地
震
保
険
料
控
除
の
創
設



7 広報とよおか　2008.1.25

　

平
成　

年
中
の
所
得
金
額
が
減

１９

少
し
、
所
得
税
が
か
か
ら
な
く
な

る
方
の
所
得
税
と
市
県
民
税
の
負

担
の
調
整
を
行
う
た
め
、
平
成　
１９

年
度
の
個
人
市
県
民
税
を
減
額
す

る
措
置
が
設
け
ら
れ
ま
す
。

■
対
象
者

　

次
の
す
べ
て
の
要
件
に
該
当
す

る
方
で
す
。

・
平
成　

年
度
市
県
民
税
の
課
税

１９

所
得
金
額（
申
告
分
離
課
税
を

除
く
）が
所
得
税
と
の
人
的
控
除

額
の
差
の
合
計
額
よ
り
多
い
方

・
平
成　

年
度
市
県
民
税
の
課
税

２０

所
得
金
額（
申
告
分
離
課
税
を

含
む
）が
所
得
税
と
の
人
的
控

除
額
の
差
の
合
計
額
以
下
の
方

※
人
的
控
除
額
と
は
、
障
害
者
控

除
、
寡
婦（
寡
夫
）控
除
、
勤
労

学
生
控
除
、
配
偶
者
控
除
、
配

偶
者
特
別
控
除
、
扶
養
控
除
お

よ
び
基
礎
控
除
の
額
で
す
。

■
手
続
き

　

平
成　

年
７
月
１
日（
火
）か
ら

２０

　

日（
木
）ま
で
に
、
平
成　

年
１

３１

１９

月
１
日
現
在
の
住
所
地
の
市
区
町

村
へ
申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
詳
細
は
後
日
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

　

平
成　

年
分
の
農
業
所
得
は
収

１９

支
計
算
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

農
業
所
得
以
外
に
給
与
所
得
な

ど
の
所
得
が
あ
る
方
は
、
各
種
所

得
を
合
算
し
て
市
県
民
税
の
申
告

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
自
家
消
費
だ
け
の
方
な

ど
、
収
支
計
算
の
結
果
、
農
業
所

得
が
赤
字
と
な
る
方
は
、
申
告
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
他
の
所

得（
給
与
・
公
的
年
金
な
ど
）と
損

益
通
算
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

収
支
計
算
を
す
る
際
の
土
地
改

良
費
に
つ
い
て
、
賦
課
金
が　
１０

ア
ー
ル
当
た
り
１
万
円
以
上
の
場

合
は
、
賦
課
金
に
含
ま
れ
て
い
る

永
久
資
産
相
当
分
が
必
要
経
費
と

し
て
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
賦
課
金
が
１
万
円
以
上

の
土
地
改
良
区
等
に
つ
い
て
は
、

控
除
額
を
左
表
の
と
お
り
算
出
し

ま
し
た
の
で
、
収
支
計
算
を
す
る

際
に
、
控
除
額
を
土
地
改
良
費
の

必
要
経
費
と
し
て
計
上
し
て
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
こ
の
表
に
な
い
土
地
改

良
区
等
の
賦
課
金
は
、　

ア
ー
ル

１０

当
た
り
１
万
円
未
満
の
た
め
、
支

払
っ
た
賦
課
金
額
を
必
要
経
費
と

し
て
計
上
し
て
く
だ
さ
い
（
城
崎
、

竹
野
、
但
東
地
域
に
は
１
万
円
以

上
の
土
地
改
良
区
は
あ
り
ま
せ

ん
）。

　

ま
た
、
支
払
額
の
分
か
る
領
収

書
等
は
必
ず
７
年
間
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

　

税
制
改
正
に
よ
り
、
平
成　

年
１９

４
月
１
日
以
降
に
取
得
し
た
農

業
・
営
業
・
不

動
産
所
得
等
に

関
す
る
減
価
償

却
資
産
に
つ
い

て
は
、
耐
用
年

数
経
過
時
点
に
「
残
存
簿
価
１

円
」
ま
で
償
却
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成　

年
３
月　

日
以

１９

３１

前
に
取
得
し
た
減
価
償
却
資
産
に

つ
い
て
も
、
償
却
可
能
限
度
額
に

達
し
た
翌
年
か
ら
「
残
存
簿
価
１

円
」
に
な
る
ま
で
５
年
間
の
均
等

償
却
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す

（
平
成　

年
分
の
申
告
か
ら
）。

２０

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、
農
業
所

得
の
収
支
計
算
を
手
助
け
す
る

「
農
業
所
得
収
支
計
算
ソ
フ
ト
」を

添
付
し
て
い
ま
す
の
で
利
用
く
だ

さ
い
。
な
お
、
減
価
償
却
費
の
計

算
に
対
応
さ
せ
る
た
め
再
度
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
を
お
願
い
し
ま
す
。

税
源
移
譲
時
の
年
度
間
の

所
得
変
動
に
係
る
減
額
措

置（
平
成　

年
度
の
み
）

２０

平
成
１９
年
分
の
農
業
所
得
申
告 

減
価
償
却
費
の
計
算
方
法

■土地改良費控除額（１０アール当たり）

控除額名　　　称地域

３２，０４９円辻土地改良区（名取）

豊岡

１５，８３４円一般分
中佐土地改良区

１３，４４８円特別分

１５，１０６円中郷土地改良区

９，９７６円中郷開田組合

１４，８５５円ほ場（田）
新田井堰土地改良区

１２，１３０円ほ場（畑）

２０，２２３円新田東部土地改良区

１１，９６４円一般分福田工区福江土地改良区

２４，５７５円一般分
森津土地改良区

１８，８８２円特別分

３４，８７０円八幡土地改良区

１３，４４３円国府平野土地改良区
日高

１１，６０６円田ノ口土地改良事業共同施行

１２，４００円室見台土地改良区

出石
３１，２７０円中川土地改良区

１３，７２１円出石北土地改良区

１０，０２０円見性寺土地改良総合整備事業

※荒原土地改良区の一般会計分、新田井堰土地改良区の経常分

（一般会計分）は、領収書等で確認し、別途経費に算入してく

ださい。また、福江土地改良区の福田工区一般分には、水利

費２，７２０円が含まれています。

税の申告


